
令和６年度第１回倉敷市国民健康保険運営協議会議事概要 

 

１ 日  時 令和６年１０月３日（木）午後２時～ 

 

２ 場  所 倉敷市役所３階 議会特別委員会室 

 

３ 出 席 者  

【委 員】磯崎委員、井上委員、加藤委員、齋藤委員、中間委員、星島委員、 

岡委員、近藤委員、柚木委員、長尾委員、三浦委員、三宅委員、 

北畠委員、竹中委員、田辺委員、藤原委員、三村委員、宮﨑委員、 

森本委員、田房委員、徳永委員 

【事務局】生水副市長、辻参与、早川参事、友杉副参事、則本課長代理、山脇課長主幹、 

綱島主幹、山根主幹、中西主幹、古嶌主幹、長谷川副主任、渡邉主事、宗重主事 

 

４ 議事  

（１）本市国民健康保険の状況 

（２）令和５年度倉敷市国保特別会計の決算状況 

（３）今後の本市国民健康保険の見通し 

（４）本市国民健康保険事業における取組み 

（５）国民健康保険被保険者証の廃止 

 

５ 議事の経過 

○ 事務局より、令和５年度国保特別会計の決算状況、国民健康保険のこれまでの状況と今

後の見通し、国民健康保険事業における取組み、国民健康保険被保険者証の廃止につい

て説明を行い、その後、質疑応答が行われた。 

 

（以下、主な意見等） 

○委 員：令和８年度に新設される「子ども・子育て支援金」は、関連法案の付帯決議にお

いて、医療保険料とは異なるものであると明記されているため、社会保険や国保

の財政に影響を与えるものではないと認識しているが、新制度の導入に際して、

何か影響があると考えているのか。 

→事務局：「子ども・子育て支援金」は、国民健康保険料の新たな項目として徴収すること

となるため、被保険者によっては保険料納付への負担感が増大しかねず、そのこ

とが保険料収納率に影響するのではないかと懸念している。 

 

○委 員：岡山県の方針では、令和１２年度以降、速やかに県内の国保の保険料率を統一す



ることとなっている。今後の倉敷市の保険料率改定時期や規模の見込みについ

て、基金の取崩し計画等も含めて、次回会議の資料にて提示していただけるとあ

りがたい。 

  

○委 員：一人当たり医療費は、今後も増加すると予想されているが、その要因として医療

の高度化のほかには何があるか。 

→事務局：被保険者の高齢化も要因となる。被用者保険の適用拡大に伴う被保険者の流出に

より、比較的医療費が低い若年層の割合は減少すると見込まれるが、一方で医療

費が高い高齢者層の割合については、後期高齢者医療への移行により減少傾向

ではあるものの、今後も高い水準で推移していくものと見込まれるためである。 

 

○委 員：滞納繰越分保険料の収納率について、令和２年度をピークにしてそれ以降は下が

っている。資力があるにもかかわらず納付しない滞納者へはどのように対応し

ているのか。 

→事務局：滞納者には、まず手紙等で接触を図り、電話や窓口にて分納などの相談をした後

に、そこで決めた計画に沿って納付してもらう。それでもなお納付しなかったり、

約束を守ってもらえなかったりする場合は、差押え等を行っている。 

〇委 員：差押えについて、財産調査等の結果資力がある被保険者には、丁寧に対応した上

で、引続き取組んでもらいたい。 

 

○委 員：被保険者証廃止後の短期証や資格証明書の取扱いはどのようになるのか。 

→事務局：今年度の被保険者証更新時より短期証は発行していない。資格確認書については、

被保険者証廃止後も特別療養費の給付として引続き制度としては維持される。 

      

○委 員：「資格情報のお知らせ」の形式はどのようなものか。  

→事務局：Ａ４版の普通紙に、記号番号や氏名などの保険給付を受けるときに必要な事項が

記載されたものである。  

〇委 員：これが重要な書類であるということは周知しているのか。 

→事務局：今後周知していく。 

 

〇委 員：服薬適正化事業について、複数の医療機関から効果が重複する薬が出ていること

を知らせる通知は、実際に医療機関間で薬を調整することにつながり、とても効

果的であると感じた。 

→事務局：重複服薬などの通知は、昨年度は６８６件、今年度は９００件超を送付した。給

付の適正化に加えて、健康被害の防止という面もあると考えている。 

 



〇委 員：特定健診受診率向上の取組みとしての治療中患者の診療情報提供事業について、

診療情報を提供した被保険者にはクオカードが進呈されるとのことだが、どの

ように被保険者の手元に届くのか。 

→事務局：診療情報提供者へのクオカード５００円券の進呈は、今年度より開始した。医療

機関より情報提供を受けた後、国民健康保険から被保険者へ直接郵送にて届け

る予定としている。 

 

〇委 員：医療費適正化の取組みの中で、柔道整復療養費の効果額は如何ほどだったのか。 

→事務局：柔道整復療養費の効果額は約２０万円であった。 

〇委 員：その中で不支給になったものはあったのか。 

→事務局：返戻及び不支給となったものがあった。 

 

（以上） 


